
北上市告示甲第３号 

 

 北上市家族介護用品支給事業実施要綱（平成12年北上市告示第96号）の一部を次のように改正する。 

 

  令和６年２月８日 

北上市長 八重樫 浩 文       

 

改正前 改正後 

（支給の制限） 

第８ 要介護者が次のいずれかに該当した場合においては、介

護用品の支給をしないものとする。 

(1)～(5)  [略] 

(6) 法第28条第４項の要介護認定の更新又は法第30条第１項

の要介護状態区分の変更の認定により、要介護度に該当し

なくなったとき。 

様式第１号（第４関係） 

［略］ 

要介護者 ［略］ 

氏名  男・女 生年月日  

［略］ 

［略］ 

［略］ 

（支給の制限） 

第８ 要介護者が次のいずれかに該当した場合においては、介

護用品の支給をしないものとする。 

(1)～(5)  [略] 

(6) 法第28条第２項の要介護認定の更新又は法第30条第１項

の要介護状態区分の変更の認定により、要介護度に該当し

なくなったとき。 

様式第１号（第４関係） 

［略］ 

要介護者 ［略］ 

氏名  生年月日  

［略］ 

［略］ 

 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 



 


